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年
次・要
約
期
中
財
務
諸
表
の
調
整
表
の
開
示
等

Ｉ
Ｆ
Ｒ
Ｓ
18
号
適
用
初
年
度
の

留
意
点
と
最
新
動
向

第３章

有
限
責
任 

あ
ず
さ
監
査
法
人

公
認
会
計
士

梶
原
　
万
基
乃

【
こ
の
章
の
エ
ッ
セ
ン
ス
】

●
Ｉ
Ｆ
Ｒ
Ｓ
18
号
は
遡
及
適
用
さ
れ
、適
用

初
年
度
の
年
次
財
務
諸
表
、要
約
期
中

財
務
諸
表
に
お
い
て
調
整
表
の
開
示
が

求
め
ら
れ
る
。

●
グ
ル
ー
プ
内
の
貨
幣
性
負
債（
ま
た
は
資

産
）か
ら
生
じ
る
為
替
差
額
の
分
類
に
つ

い
て
、ア
ジ
ェ
ン
ダ
決
定
が
公
表
さ
れ
る

予
定
で
あ
る
。

は
じ
め
に

２
０
２
４
年
４
月
に
公
表
さ
れ
た
Ｉ
Ｆ

Ｒ
Ｓ
18
号「
財
務
諸
表
に
お
け
る
表
示
及

び
開
示
」（
以
下
、「
Ｉ
Ｆ
Ｒ
Ｓ
18
号
」と
い

う
）は
、
２
０
２
７
年
１
月
１
日
以
後
開

始
す
る
事
業
年
度
か
ら
強
制
適
用
と
な

る
。
加
え
て
、
遡
及
適
用
が
求
め
ら
れ
る

こ
と
か
ら
、
比
較
対
象
期
間
に
つ
い
て
も

Ｉ
Ｆ
Ｒ
Ｓ
18
号
に
基
づ
い
た
財
務
諸
表
の

表
示
お
よ
び
開
示
を
行
う
必
要
が
あ
り
、

円
滑
な
適
用
に
向
け
て
早
期
の
対
応
・
準

備
が
喫
緊
の
課
題
と
な
っ
て
い
る
。

本
章
で
は
、
Ｉ
Ｆ
Ｒ
Ｓ
18
号
の
概
要
に

つ
い
て
説
明
し
た
う
え
で
、
適
用
初
年
度

に
留
意
す
べ
き
要
求
事
項
で
あ
る
経
過
措

置
の
定
め
に
つ
い
て
解
説
す
る
。
ま
た
、

Ｉ
Ｆ
Ｒ
Ｓ
18
号
の
公
表
後
に
国
際
会
計
基

準
委
員
会（
以
下
、「
Ｉ
Ａ
Ｓ
Ｂ
」と
い
う
）

や
Ｉ
Ｆ
Ｒ
Ｓ
解
釈
指
針
委
員
会
に
て
議
論

さ
れ
て
い
る
論
点
、
そ
の
他
の
最
新
ト

ピ
ッ
ク
に
つ
い
て
解
説
す
る
。

な
お
、
文
中
の
意
見
に
係
る
部
分
は
筆

者
の
私
見
で
あ
る
こ
と
を
あ
ら
か
じ
め
申

し
添
え
る
。

Ｉ
Ｆ
Ｒ
Ｓ
18
号
の
概
要

Ｉ
Ｆ
Ｒ
Ｓ
18
号
は
、
財
務
諸
表
に
お
け

る
表
示
お
よ
び
開
示
に
関
す
る
要
求
事
項

を
定
め
た
基
準
で
あ
り
、
現
行
の
Ｉ
Ａ
Ｓ

１
号「
財
務
諸
表
の
表
示
」（
以
下
、「
Ｉ
Ａ

Ｓ
１
号
」と
い
う
）に
置
き
換
わ
る
も
の
で

あ
る
。

Ｉ
Ｆ
Ｒ
Ｓ
18
号
で
は
、
比
較
可
能
性
の

向
上
、
ま
た
財
務
情
報
の
透
明
性
・
有
用

性
に
資
す
る
た
め
、
主
に
次
の
３
点
に
つ

い
て
新
た
に
定
め
を
設
け
て
い
る
。

・純
損
益
計
算
書
の
構
成

・情
報
の
グ
ル
ー
ピ
ン
グ

・経
営
者
が
定
義
し
た
業
績
指
標

純
損
益
計
算
書
の
構
成

Ｉ
Ｆ
Ｒ
Ｓ
18
号
は
、
純
損
益
計
算
書
の

収
益
お
よ
び
費
用
を
５
つ
の
区
分（
営
業
、

投
資
、財
務
、法
人
所
得
税
、非
継
続
事
業
）

に
分
類
す
る
こ
と
を
求
め
て
お
り
、営
業
、

投
資
お
よ
び
財
務
の
３
つ
の
区
分
、
営
業

損
益
、
財
務
お
よ
び
法
人
所
得
税
前
純
損

益
と
い
う
２
つ
の
小
計
が
、
そ
れ
ぞ
れ
新

た
に
定
め
ら
れ
て
い
る（
Ｉ
Ｆ
Ｒ
Ｓ
18
号

47
項
）。
こ
れ
は
、
従
前
の
Ｉ
Ａ
Ｓ
１
号

で
は
、
純
損
益
計
算
書
の
小
計
に
つ
い
て

明
確
な
定
め
を
欠
く
結
果
、
企
業
間
の
比

較
可
能
性
に
懸
念
が
生
じ
て
い
た
こ
と
な

ど
に
対
処
し
た
も
の
で
あ
る
。

営
業
、
投
資
お
よ
び
財
務
の
各
区
分
の

概
要
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
⑴
。

⑴　

以
下
の
記
載
事
項
に
加
え
て
、
Ｉ
Ｆ
Ｒ
Ｓ
18
号
で
は
、

特
定
の
主
要
な
事
業
活
動
、
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
お
よ
び
指
定

し
た
ヘ
ッ
ジ
手
段
等
を
対
象
と
す
る
そ
の
他
の
詳
細
な
定

め
が
置
か
れ
て
い
る
。

⑴　
営
業
区
分

営
業
区
分
に
は
、
他
の
区
分
に
分
類
さ

れ
な
い
収
益
お
よ
び
費
用
を
分
類
す
る

（
い
わ
ゆ
る「
デ
フ
ォ
ル
ト
区
分
」）（
Ｉ
Ｆ

Ｒ
Ｓ
18
号
52
項
）。
こ
れ
に
よ
っ
て
、
企

業
の
主
要
な
事
業
活
動
を
含
む
営
業
の
成

果
の
全
体
像
を
提
供
す
る
営
業
利
益
が
表

示
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
ま
た
、
特
定
の


